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あいなん
　　掲示板

愛
媛
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
か
ら

南
予
地
域
母
子
家
庭
等
就
職
準
備
・

離
職
転
職
セ
ミ
ナ
ー
受
講
生
の
募
集
に
つ
い
て

募集
します

　

愛
媛
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
で

は
、
母
子
家
庭
の
母
、
寡
婦
、
父
子

家
庭
の
父
で
就
業
を
希
望
す
る
方
を

対
象
に
、
効
果
的
な
就
職
活
動
を
行

え
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
基
礎
的
な

知
識
を
習
得
す
る
セ
ミ
ナ
ー
の
受
講

生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

日
時　

12
月
13
日
㈫　

10
時
〜
15
時

場
所　

西
予
市
中
央
公
民
館 

４
階 

研
修
室
２

募
集
人
員　

50
人

受
講
料　

無
料

受
付
期
間　

11
月
１
日
㈫
〜
30
日
㈬

受
付
場
所　

愛
南
町
役
場
保
健
福
祉
課

※
印
鑑（
認
印
）を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

愛
媛
県
母
子
家
庭
等
就
業
・

自
立
支
援
セ
ン
タ
ー　

  

℡
０
８
９
―

９
０
７
―

３
２
０
０

松
山
地
方
法
務
局
か
ら

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」電
話
相
談
の
お
知
ら
せ

お知
らせ

日
時　

11
月
14
日
㈪
〜
20
日
㈰
８
時

30
分
〜
19
時（
土
曜
日
・
日
曜
日
10

時
〜
17
時
）

相
談
内
容　

女
性
の
人
権
問
題
に
関

す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談（
夫
や
パ
ー
ト

ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、職
場
等
に
お
け
る

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
）

相
談
担
当
者　

人
権
擁
護
委
員
及
び

法
務
局
職
員

電
話
番
号　

全
国
統
一
電
話
番
号

０
５
７
０
―

０
７
０
―

８
１
０

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル（
携
帯
電
話
か
ら
も

可
能
。
た
だ
し
、
一
部
IP
電
話
か
ら

は
接
続
で
き
ま
せ
ん
。）

問
合
せ　

松
山
地
方
法
務
局

　

℡
０
８
９
―

９
３
２
―

０
８
８
８

　
「
公
益
社
団
法
人 

被
害
者
支
援
セ

ン
タ
ー
え
ひ
め
」
で
は
、
専
門
的
な

研
修
を
受
け
た
犯
罪
被
害
相
談
員
等

が
、
電
話
や
面
接
に
よ
り
悩
み
の
相

談
対
応
や
心
の
ケ
ア
を
行
う
な
ど
、

犯
罪
に
遭
わ
れ
た
方
や
そ
の
ご
家
族

に
様
々
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

相
談
・
支
援
は
無
料
で
す
。

相
談
電
話　

℡
０
８
９
―

９
０
５
―

０
１
５
０（
火
〜
土
曜
日 

10
時
〜
16

時 

※
年
末
年
始
、祝
祭
日
を
除
く
。）

※
愛
南
警
察
署
に
も
相
談
窓
口
を
設

け
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

　

愛
南
警
察
署 

℡
７
２
―

０
１
１
０

　

県
警
察
本
部 

犯
罪
被
害
者
支
援
室 

℡
０
８
９
―

９
３
４
―

０
１
１
０ 

愛
南
警
察
署
か
ら

11
月
25
日
〜
12
月
１
日
は「
犯
罪
被
害
者
週
間
」で
す

お知
らせ

愛
媛
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
ほ
か
か
ら

差
し
押
さ
え
不
動
産
の
合
同
公
売
会
を
実
施
し
ま
す

お知
らせ

日
時　

12
月
７
日
㈬　

13
時
〜

場
所　

愛
媛
県
中
予
地
方
局
７
階 

　
　
　

大
会
議
室

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

　

愛
媛
地
方
税
滞
納
整
理
機
構

　

℡
０
８
９
―

９
１
３
―

５
８
０
０

　

愛
媛
県
特
別
滞
納
整
理
班

　

℡
０
８
９
―

９
０
９
―

８
３
９
０

　

高
松
国
税
局 

特
別
整
理
第
一
部
門

　

℡
０
８
７
―

８
３
１
―

３
１
１
１

　

西
条
市
役
所
納
税
課

　

℡
０
８
９
７
―

５
６
―

５
１
５
１

　

厚
生
労
働
大
臣
許
可
の
Ｓ
マ
ー
ク

を
表
示
し
て
い
る
理
容
店
、
美
容

店
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
、
め
ん
類
飲

食
店
及
び
一
般
飲
食
店
は
、
安
全
・

安
心
・
清
潔
を
約
束
す
る
信
頼
で
き

愛
媛
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー
か
ら

お
店
選
び
は
Ｓ
マ
ー
ク
で

お知
らせ

　無料で弁護士が相談を
お受けします。
　相談人数は８人までで
事前に予約が必要です。定
員に達した場合は受付を
終了します。
 １１月１５日㈫14時～16時
　御荘老人福祉センター

無料法律相談

　無料で民生児童委員２
名が日常生活でかかえる
心配ごとの相談をお受け
します。
 １１月９日㈬14時～16時
　御荘老人福祉センター

心配ごと相談所

詳しくは、社会福祉協議会
本所（℡70－1251）まで
お問い合わせください。

る
お
店
で
す
。

問
合
せ　

　
（
公
財
）愛
媛
県
生
活
衛
生
営
業

　

指
導
セ
ン
タ
ー 

　

℡
０
８
９
―

９
２
４
―

３
３
０
５


